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要 約
近年，地方財政は大きな変貌を遂げている。１９８０年代半ば以降，国の補助等を受けず独

自の経費で実施する地方単独事業が大幅に増加した。その一方，地方債残高の累増による

公債費支払が地方財政の負担となっており，多くの地方団体が危機的状況に直面している。

本稿は，地方団体を取り巻くこれら環境の変化を，地方交付税による後年度負担の財政

支援，起債許可の制度的側面から検討し，地方団体の行う公共事業，ひいては地方債のあ

り方を検討した。地方単独事業の高い伸びの背景には，不況脱却を目指した積極財政の展

開のほか，地方債の元利償還金の一部を補填する交付税措置の存在が大きいといわれてい

る。事業費補正によって最高で元利償還金の５５％を地方交付税によって補填するこの措置

は，措置されない他の経常経費との相対価格を低め，投資的経費へのインセンティブを高

めるだけでなく，地方債許可制度が許容する公債費負担の上限を実質的に緩和させる機能

を有している。

本分析は，かかる地方交付税の財政措置による財政的，制度的支援がどの程度なのか定

量的に明らかにした。公債費負担の上限から計算される地方団体が最大計上可能な投資的

経費，すなわちシーリングの規模は，地方団体間で大きな格差が生じている。これは財政

力に配慮した事業費補正の算入率の差異，それを加味する起債制限の算定方式が寄与する

ところが大きく，地方団体間で５０倍，都道府県の集計値でも最高３倍の格差がある。シー

リングの格差は，事業費補正による投資インセンティブ効果とあいまって，地方債のさら

なる増加に拍車を掛け，地方財政の健全化機能を形骸化させる可能性が高い。また，今後

大きな展開が予想される市町村間の合併においても，シーリング格差が合併の機会費用と

して機能し，これを阻害する要因ともなる。

地方団体が財政の健全性を失う要因は何かをプロビット分析によって検証した。数多く

の地方団体において，財政が硬直化し，公債費負担適正化計画の策定を余儀なくされる要

因として，３ヵ年の平均値である起債制限比率によるシグナリング機能の遅効性，またこ

の起債制限比率と他の財政指標との乖離，人口の急増，急減に伴う財政需要見通しのずれ，

投資的経費のシーリングに反映する事業費補正等による財政支援措置などが挙げられ，地
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Ⅰ．はじめに

本稿の目的は，地方交付税による後年度負担

の財政支援，起債許可の制度的側面からの検討

を通じて，これが地方団体の歳出行動にどのよ

うな影響を与えるのか検証することにある。

地方団体は，事業にかかわる財源として地方

債を発行できる。ただし，地方団体の起債は，

その自由な裁量のもとで行われるものではなく，

事業の内容，法令，許可制度を通じた広範囲な

制限が存在している。特記すべきことは，各団

体が毎年負担する公債費は上限が定められてお

り，その上限を超えると新たな起債が許可され

ないことから，これが地方団体の財政運営上の

制約の一つとなっている。

事業費補正等で調整された公債費と標準財政

規模との比率である起債制限比率は，地方団体

の公債費がその上限，つまり財政の健全性を判

断する指標である。これが１５％を超えると警戒

ラインとみなされ，この上限を超えないように

地方債の適正な管理が要請される。

しかしながら，過度な地方債依存を未然に防

止するこのような上限の存在にもかかわらず，

１９８０年代半ばより地方団体は公共事業への傾斜

を強めた。なかでも独自の創意・工夫が生かせ

る地方単独事業の伸びは大きなものであった。

実際，年間の普通会計予算に匹敵する規模の事

業に踏み切る地方団体も見られ，地方債は著し

い伸びを記録した。そのために計上される公債

費も大幅に伸び，上限を超える団体が続出し，

地方財政は極度に悪化している。

本稿は，地方団体を巡るこれら状況の変化を，

公債費の後年度負担への地方交付税の財政支援，

起債許可の制度的側面から検討する。その結果，

現行の交付税措置と起債制限比率の算定には投

資的経費へのインセンティブを高める２つの効

果が明らかになった。

一つ目は，事業費や公債費負担の一部につい

て，地方交付税を通じて補填する事業費負担の

低減効果である。交付税措置は，地方団体の財

政力に応じて調整され，最高で事業費の５５％に

達し，措置の行われないその他の経常的な経費

との相対価格を低め，投資的経費増額のインセ

ンティブを強める。

二つ目は，起債制限比率という制限指標の算

定に起因する効果である。起債制限比率は，公

債費と標準財政規模を分子，分母とする比率か

ら事業費補正などの交付税措置分を控除して算

定するため，その補正措置を多く受ける地方団

体ほど，より多額の公債費が制限指標に反映さ

れなくなっている。よって投資的経費の負担意

識が希薄になり，結果的にインセンティブを高

めることになる。

本分析は，投資的経費へのインセンティブを

高めるこれら要因を定量的に示す。最近の地方

財政の現状を概観し，地方交付税と一体化した

地方単独事業の仕組みを説明する。また，事業

費補正の交付税措置を考慮したもとで，各地方

団体で計上可能な投資的経費の規模はどの程度

か，シーリングの指標を作成し検証する。また，

こうした財政支援が地方財政の財政規律にどの

ような影響を及ぼすのか，１９８７年度から開始さ

れた公債費負担適正化計画の適用団体に着目し

ながら，プロビット分析を用いて検証する。

方団体による過度の投資的経費増とその収支の悪化をもたらすことが示された。
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Ⅱ．公債費負担の上限と地方団体の財政規律

Ⅱ－１．地方単独事業と交付税措置

１９８０年代の中頃から，地方団体の財政構造は

大きな変貌を遂げている。主要な変化の一つが，

国の補助等を受けずに，独自の経費で任意に実

施する地方単独事業の大幅な増加とそれに伴う

地方財政の悪化である。

図１は，１９８５年から現在に至るまでの市町村

における地方単独事業費，補助事業費の推移で

ある（単位：億円，左側の目盛）。また，図中

の折れ線は，公債費負担比率１５％以上の地方団

体数の推移である（右側の目盛）。公債費負担

比率とは，公債費による財政負担の程度を示す

指標で，１５％という値はかなり重い負担である。

１９８０年代半ば，補助事業費とほぼ同水準にあっ

た地方単独事業費は，その後大幅な伸びを記録

し，１９９４年度には１０兆円を超えている。その後

は減少に転じているものの，事業規模は依然と

して補助事業費を大きく上回る規模である。こ

れに若干遅れて，公債費負担比率１５％以上の地

方団体数も顕著な伸びを示しており，現在は

３２００余りの全市町村のおよそ半数以上を占める

に至っている。一般に，地方債には３年程度の

償還据置期間があり，その元利償還額は後年度

に負担が高まることを考慮すると，財政収支の

悪化と前述の地方単独事業の伸びとの関連性は

高い１）。

そもそも１９８０年代半ばからの地方単独事業の

拡大は，竹下登内閣が提唱し，自ら考え自ら行

う地域づくりを目指した「ふるさと創生１億円

事業」に端を発すると言われている２）。地方単

独事業は，補助事業と異なり，施設ごとの枠，

箇所づけ，事業の年次割り，補助対象率などの

制約が一切ないうえに，事業対象も道路整備か

ら公民館，公園，交流施設に至るまで幅広い。

事務処理手続きも簡便で，起債の条件も緩やか

なことも地方単独事業が好まれる要因として考

えられるが，これに加えて，地方交付税と一体

化した財政面での支援を挙げることができる。

例えば，１９９３年度から１９９８年度までを事業採

択期間とする「ふるさとづくり事業」３）は，一般

単独事業（一般事業）及び厚生福祉施設整備事

業債対象事業（社会福祉施設及び宿泊休養施設

を除く。）のうち，自主的・主体的な地域づく

りを図ることを目的とした事業であるが，その

財源の７５％を賄う地域総合整備事業債の元利償

１）平成１３年度 地方債の手引（地方債制度研究会編）
２）詳しくは，町田（１９９７），岡田（１９９７）などを参照。
３）事業費補正の措置は，地方単独事業に限らず，補助事業にも広く存在しているが，１９８４年度に地域総合整
備事業債（特別分）でこの方式が採用され，続く「ふるさとづくり特別対策事業」などの各種地方単独事業
においてもこの算入の措置がとられるに至った。旧自治省によれば，ふるさとづくり事業の，目的趣旨，制
度概要は次の通りである（ホームページより抜粋）。
� 目的と趣旨
自主的・主体的な地域づくりの取り組みをさらに促進し，誇りと愛着の持てる「ふるさと」を着実に築き

上げるとともに，豊かさとゆとりを実感できる地域社会の実現をめざすため，地域主導のふるさとづくりの
一層の推進を図る。
� 制度概要
一般単独事業（一般事業）及び厚生福祉施設整備事業債対象事業（社会福祉施設及び宿泊休養施設を除

く。）のうち，自主的・主体的な地域づくりを図る観点から必要と認められる事業であって地域の総合的整
備のための根幹的事業またはモデル事業として知事が必要と認めた事業。
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還費に対して，地方団体の財政力に応じ償還費

の３０％から５５％を事業費補正と呼ばれる補正係

数によって財政需要が算出され，基準財政需要

額に算入される。さらに，残りの２５％の一般財

源による補填分もその５分の３にあたる１５％は

当該年度に一般財源を充てる部分にも事業費補

正の措置が講じられている（１９９５年度までの措

置）。これによって事業費全体の５６．２５％が地方

交付税に算入されることになる。地方単独事業

において事業費補正を算入するのは，大規模な

事業費が当該団体の財政運営に大きな影響を与

えることを排除するためと言われている４）。わ

が国の地方財政は，人口２００人の団体から１００万

人を超える団体に至るまで多岐にわたり，特に

小規模団体の財政基盤はきわめて脆弱である。

これらの団体が外部からの財政支援無しに地方

単独事業を自主的に行うことは実質的に不可能

であることが事業費補正を講じる背景となって

いる５）。

事業費補正によって算出される財政需要は，

「動態性」という性質において，人口数や行政

面積から算出される財政需要とは大きく性格を

異にする。人口数や行政面積は客観的かつ動か

しがたい指標であるため，それから算定される

４）内閣府（２００１）を参照

図１ 普通建設事業と公債負担比率が１５％以上の団体の推移

図２ 地方単独事業（ふるさとづくり事業）における事業費補正

地域総合整備事業債
７５

（交付税：後年度３０～５５％）

一般財源

１５
（交付税該当年度）

１０

平成８年度以降「交付税当該年度分１５」については，地方税
の財対分の起債処置に振り替え
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財政需要も動かしがたい，「静態的な」性格を

有するのに対し，事業費補正による財政需要は，

実際の事業費が直接補正の対象となるので，財

政需要も地方団体の歳出規模に応じて変動する

からである。

本来的には，地方交付税は，全く使途を特定

化しない定額の補助，すなわち，「非特定性」

と「定額性」という性質を有し，その点で特定

化した定率または定額の補助である補助金と区

別される６）。ゆえに，事業費補正を通じて地方

単独事業と一体化した現行の地方交付税は，そ

の点で「非特定性」と「定額性」の性質を部分

的に失うことになる。

地方単独事業において事業費補正を講じるこ

との問題点は，これが一種の「補助金」として

機能していることである。すなわち，補正措置

がある事業は措置のない事業と比べて相対的に

安価に事業を実施できるために，補助事業と同

様，投資的経費を誘導する効果が高い７）。平成

１３年度の『経済財政白書』も，この事業費補正

の弊害として，地方団体にとって実質的な負担

が少ない事業が実施されるようなインセンティ

ブが働き，自ら効果的な事業を選択し，効率的

な意欲を損なう点を指摘している。

むろん，補助事業と地方単独事業とでは，箇

所付け，手続き上の差異も大きいことから簡単

に同一視することは難しいが，地方交付税と国

庫支出金という財源に着目して，地方団体の歳

出行動を分析した中村＝国崎（１９９６）の研究では，

地方税収で中位に属する地方団体の投資的経費

の決定において，地方交付税と国庫支出金が歳

出に与える効果はほぼ等しいという等価性が実

証的に示されており，その実質的な機能に相違

がないことを明らかにしている。

Ⅱ－２．地方債発行と起債制限比率

事業費補正を通じ「動態的な」財政需要を地

方交付税制度に組み入れることには，「交付税

の補助金化」につながるという批判がある。し

かし，地方単独事業への交付税措置がその事業

へのインセンティブを高めるとしても，その事

業規模に一定の歯止めが掛けられれば，財政の

悪化の問題は未然に回避できるかもしれない。

なぜなら，公共事業にはあらかじめ地方債の充

当率が事業ごとに決められ，またそれに係わる

公債費負担にも一定の上限が定められているか

らである。

地方単独事業の財源の多くは起債によって賄

われ，それが後年度の公債費となって地方団体

の負担になる。その公債費負担の程度を示すの

が起債制限比率である。起債制限比率は，公債

の利払いを標準財政規模との比率の３ヵ年の平

均したものであって，その定義式は次の通りで

ある。

起債制限比率＝
A !(B "C "E )

D !(C "E )
（１）

A： 公債費（転貸債及び繰上償還分を除く）

B：公債費に充てられた特定財源

C：普通交付税の算定において，災害復旧費等

として基準財政需要額に算入された公債費

D：標準財政規模

E：普通交付税算定において事業費補正により

基準財政需要額に算入された公債費（普通

会計に属する地方債に関わるものに限る）

この起債制限比率が１５％を超えると公債費負

５）この起債に係る基準財政需要への算入は，（１）公債費の単位費用に計上されるもの「公債費方式」と，（２）事
業費補正によって企画振興費等の費目の補正係数に反映されるものとに分かれる（「事業費補正」）。前者に
ついては，災害復旧，辺地，過疎対策事業，財源対策などに係わる地方債がこれに該当する。一方，後者は，
ふるさとづくり事業（企画振興費），地方特定道路整備事業（道路橋りょう費）などの元利償還費である。
詳しくは，石原（２０００）を参照。

６）黒田（１９８６）を参照。
７）内閣府（２００１）。また，こうした議論への批判として，石原（２０００）を参照。
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担適正化計画策定が要請され，毎年度の歳入の

確保と歳出の合理化により７年度以内に起債制

限比率を１３％に引き下げることが求められてい

る８）。さらに，これが２０％を超えると，起債の

範囲などが著しく制限される。一般にこの公債

費負担適正化計画の作成が要請される１５％が地

方財政の「警戒ライン」とみなされており，公

債費負担の上限として機能している。

起債制限比率は，一般財源が充当された公債

費と標準財政規模との比率であるが，その算定

式においても前述の事業費補正が反映すること

が注目される。（１）式の算定式では，災害復旧費

等の公債費算入と並び，基準財政需要に算入さ

れた事業費補正分を分子，分母から差し引く構

造となっている。起債制限比率の定義式の E

の部分が，その事業費補正に相当する。分子，

分母の公債費と標準財政規模から差し引かれる

事業費補正分（E）に比例して，起債制限比率

の水準も緩和される。

C，E などの交付税措置を起債の制限指標に

おいても考慮するのは，地方団体間の財政力の

格差や公債費，標準財政規模各々それぞれが事

業費補正の算入分だけ膨らむことに配慮したも

のだが，１９７６年度までは９），起債制限比率の E

の部分事業費補正を除いた公債費比率が制限指

標であった１０）。定義式からも明らかなように，

起債制限比率と公債費比率を単純に比較すると，

起債制限比率がその算定式の分子，分母から事

業費補正分を控除する分だけ，必ず起債制限比

率が公債費比率を上回ることになる。

図３は，起債制限比率と公債費比率との散布

図である。斜めの直線は４５度線を表しており，

両者間に強い正の相関を確認できる。前述のよ

うに，起債制限比率が１５％を超えると公債費負

担適正化計画によって，その比率を実質的に引

き下げなければならないので，１９９６年度におけ

る起債制限比率１５％超の団体数は１００団体，全

体のおよそ３％程度にとどまっている。特に，

財政力指数が１を上回る地方団体，すなわち不

交付団体ではわずか１団体に過ぎない。この点

からも，起債制限比率の１５％という値が，公債

費負担の上限として機能していることが理解で

きる。

その一方，公債費負担の上限を算定するにあ

たって，事業費補正などの交付税措置を考慮す

るか否かの違いは大きい。この補正措置が地方

団体間の公債費負担の上限に実質的な格差を生

じさせるからである。

図３の分布の傾きは４５度線よりも緩やかであ

り，ほとんどの地方団体の起債制限比率は事業

費補正分だけ公債費比率よりも低いことを示し

ている。特に，それぞれの数値について１５％で

区切って比較すると，起債制限比率１５％以上の

団体数に比べ，公債費比率１５％以上の地方団体

は相当数に上っており，両者間にかなりの乖離

があることが分かる。特に，財政力指数の低い

地方団体は，基準財政需要への事業費補正算入

率が高いため，その乖離幅はより大きくなる。

これは，起債制限比率によって公債費負担の上

限を各地方団体一律に課したとしても，許容さ

れる実質的な公債費負担は，当該団体の財政力

指数や実施する事業によって地方団体間でかな

りの格差があることを示している。

また起債制限比率をもとに公債費負担の上限

８）ただし，その計画目標は，修正起債制限比率と呼ばれ，対象団体の要件となる起債制限比率とは概念が若
干異なる。詳しくは，川手（１９９４）を参照。

９）町田（１９９７）を参照のこと。

１０）公債費比率＝
A !(B "C )

D !C

A： 公債費（転貸債及び繰上償還分を除く）
B：公債費に充てられた特定財源
C：普通交付税の算定において，災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D：標準財政規模
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を定めることは，制限指標としてのシグナル効

果の遅効性という点でも問題がある。同じ地方

単独事業であっても，投資的経費の中に占める

事業費補正の割合が大きいほど，地方債残高と

の関係があいまいになるからである。表１の財

政指標間の相関係数行列を見ると，公債費負担

比率をはじめ公債費の負担度を示す財政指標は

いずれも，地方債残高比率（対標準財政規模）

とプラスの相関を示しているが，その大きさは

公債費負担比率（０．７０８），公債費比率（０．６２５），

起債制限比率（０．５７９）と順を追って相関があ

いまいになっているのが分かる。これは財政収

支の悪化を示すシグナル効果を後退させること

を意味し，財政の健全化へも対応が遅れること

にもなる。

また，財政の健全性は，資金フローの収支で

ある実質収支からも評価できるが，公債費負担

の財政指標と実質収支との相関は，いずれもマ

イナスの符号を示しながらも，ここでは有意な

相関は得られていない。その理由は，実質収支

が歳入，歳出それぞれに地方債収入，公債費も

計上する現金主義に基づく会計のため，真の経

済的な負担を反映しないことによる。地方団体

が地方債への依存度を高めるにつれて，両者の

相関は希薄の度合いを強めており，今後の財政

運営の評価のあり方に大きな課題を残している。

図３ 市町村における公債費比率と起債制限比率

表１ 財政指標の相関係数行列（平成８年度）

公債費負担比率 公債費比率 起債制限比率 実質収支比率 地方債残高比率

公債費負担比率 １．０００ ０．６８７ ０．６４４ ―０．２２４ ０．７０８
公債費比率 － １．０００ ０．８８１ ―０．２３２ ０．６２５
起債制限比率 － － １．０００ ―０．２５２ ０．５７９
実質収支比率 － － － １．０００ ―０．２４９
地方債残高比率 － － － － １．０００

（注） 地方債残高比率は標準財政規模との比率
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Ⅲ．交付税措置による起債制限の緩和効果

Ⅲ－１．投資的経費のシーリング格差

前節は，事業費補正等，公債費算入などの交

付税措置には，「補助金」として投資的経費へ

のインセンティブを高めること，また，起債制

限比率によって一律に課せられる公債費負担の

上限についても，事業費補正などの交付税措置

を通じて地方団体間で実質的な格差が生じてい

ることを示した。そこでこれら格差が，地方団

体の歳出行動にどのような影響を及ぼすのか，

地方団体が直面する制約条件を例示しながら考

察する。

地方団体間で生じる負担可能な公債費の格差

は，ただちに各団体で計上可能な投資的経費の

規模に反映する。公債費負担の上限を前提とし

て，その上限いっぱいの公債費負担に対応する

投資的経費の大きさを投資的経費のシーリング

と定義し，これがどの程度か明らかにする。以

下では，事業費補正措置の有無，制限指標の算

定式の違いから，地方団体が直面する制約を３

つのケースに分けて考える。

図４は，地方団体が直面する投資的経費の

シーリングと予算制約式が図示されている。地

方団体は経常経費と投資的経費の２種類の歳出

を行い，歳入は税収と普通交付税で構成される。

はじめにケース１として，基準財政需要，制

限指標のいずれにおいても事業費補正を全く考

慮しない場合を考える。これは制限指標に公債

費比率を用いるケースに相当する。仮に，公債

費負担の上限から計算される投資的経費のシー

リングの水準を I０とすれば，最も内側に位置

する AE０ I０の領域が，地方団体の予算制約式で

ある。

次にケース２として，制限指標の算定式をそ

のままに，投資的経費の事業費補正分を基準財

政需要へ算入する場合の予算制約を考える。こ

の措置によって投資的経費が経常経費に比べ相

対的に安価となるため，予算制約線の傾きは点

A を軸に緩やかになり，支出可能な投資的経費

の水準も I０からわずかに引き上げられ，予算

制約式は右方向へ拡大する。これは，事業費補

正の算入によって，指標の分母である普通交付

税が増えることで，シーリングに余裕が生じる

ことによるものである。

ケース３は，基準財政需要と制限指標両方に

おいて事業費補正を考慮する。すなわち，起債

制限比率のように制限指標の算定式の分子，分

母それぞれから事業費補正の措置分を控除する。

事業費補正の控除によってシーリングもかさ上

げされ，予算制約式の傾きが不変のまま，実行

可能な投資的経費の規模は I１から I２へ拡大す

る。

もし地方団体が，効用関数の最適化行動に

よって歳出の配分を決定するとすれば，図中の

無差別曲線が示すように，ケース１，２，３そ

れぞれの予算制約式での最適な経費の配分は

E０，E１，E２の各点となり，事業費補正が制限指

標にまで広く措置されるに従い，投資的経費の

規模も増加する。これはコーナー解という特殊

なケースであるが，より一般的なフレームワー

クでも，事業費補正を活用することで，投資的

経費へのインセンティブを高めることが分かる。

そのインセンティブ効果は，次の２つの経路に

分けて考えると次のようになる。

（１） 価格効果（投資的経費と経常経費との相対

価格の変化）

基準財政需要の規模を拡大させる事業費補正

が，「補助金効果」として，投資的経費の「相

対価格」を低め，投資的経費へのインセンティ

ブを高める効果（図４の E０から E１への変化）。
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（２） 量的効果（実質的なシーリング差）

事業費補正を制限指標の算定式で加味するこ

とで，一律である公債費負担の上限が，公債費，

事業費補正の交付税措置によって実質的に緩和

され，投資的経費へのインセンティブを高める

効果（図４の E１から E２への変化）。

実際，この価格効果，量的効果によってもた

らされる投資的経費のシーリングがどの程度緩

和されるのか，地方税収比との比率で評価した

値を各地方団体について算定する。

まず，地方団体の行う公共事業は全て交付税

措置の対象とし，災害復旧費等，事業費補正と

して基準財政需要額に算入された公債費（C＋

E）は公債費の"の割合とする。算入率"の算
定は，財政力指数の値に依存する。平成８年度

地方交付税制度解説（補正係数，基準財政収入

篇）に掲載されている，財政力指数に係わる事

業費補正の算入率に従った１１）。

経常経費，投資的経費は毎期一定とし，また

公債費（A）は投資的経費の一定割合（!）で
あると仮定する（同時に，特定財源 B は０と

１１）算入率の計算は以下の通りである。
財政力指数区分 算式（x＝財政力指数）
０．６０未満 "＝－０．１４００x＋０．５９９ ０．８５以上０．９５未満 "＝－０．９５００x＋１．２２８
０．６０以上０．７５未満 "＝－０．３４００x＋０．６９５ ０．９５以上 "＝－０．５０００x＋０．８００
０．７５以上０．８５未満 "＝－０．５０００x＋０．８４５
ただし，"が０．３００を下回る場合は０．３００とし，０．５５０を上回る場合は０．５５０とする。

１２）c＝０．１５，!＝１．２（地方債の償還期間は１０年，利率３．５％，元利均等償還（年賦）を仮定，!は過去１０年に
発行された地方債残高に対する１円当たりの償還合計額に相当）。また標準財政規模（D）の算定において以
下の関係式を用いている。
標準財政規模（D）＝地方税収等＋地方譲与税＋普通交付税
＝地方税収等＋地方譲与税等＋（基準財政需要－基準財政収入）
＝地方税収等＋地方譲与税等＋（経常経費＋"!投資的経費－０．７５地方税収等－地方譲与税等）
＝０．２５地方税収等＋経常経費＋"!投資的経費

図４ 地方団体の予算制約と経常経費，投資的経費の選択
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仮定）。公債費負担の名目上の上限を c と表記

し，この値を（１）式の起債制限比率の算定式に代

入し整理すると，地方税収１単位当たりの実施

可能な投資的経費のシーリングは以下のように

求められる１２）。

投資的経費
地方税収等

＝
c（０．２５＋

経常経費
地方税収等

）!（１－"（x）） （２）

この経常経費は，基準財政需要額で算定され

る経常経費分に相当する。地方税収等（自主財

源）当たりの実施可能な投資的経費は，事業費

補正の算入率（"（x））の増加関数であり，算

入率が高まると実施可能な投資的経費の規模は

拡大する。注にも示したように，最も財政力の

低い地方団体に適用される算入率は０．５５０であ

るから，その有無だけで単純に（２）式で算定され

る値はほぼ倍になる。

投資的経費のシーリングは，経常経費の対地

方税収比の増加関数であり，地方税収入比で経

常経費が大きい団体ほど，かさ上げされる度合

いは大きくなる。経常経費の財政需要は，普通

交付税に反映され，制限指標の分母である標準

財政規模を拡大させるために，投資的経費の大

きさが一定のもとで，起債制限比率は低下する

からである。この地方税収比での経常経費は，

固定費によって，人口数の少ない地方団体ほど

高くなる傾向がある。よって，小規模団体ほど

シーリングも大きくなると思われる。

また，（２）式における係数０．２５は，普通交付税

の算定における留保財源によるものである。普

通交付税の算定においては，地方税収の増加分

の２５％は留保財源として，基準財政収入額に盛

り込まれないため，自由な裁量でいろいろな経

費に充当できる財源の部分が反映している。

（２）式で求められた投資的経費のシーリングを

もとに，価格効果と量的効果の２つの要因に分

け，各々の効果を検証してみたい。まず，事業

費補正を全く考慮しないもとで計算されるシー

リングは，（２）式における算入率"＝０の場合
の実施可能な投資規模に対応している。次に，

ケース２に対応するシーリングは，（１）式の制限

指標において E を０として計算されるシーリ

ングに対応する。事業費補正分だけ，算定式の

分母である標準財政規模も増加するから，簡単

な計算によって（２）式の分母の値は，!（１－
c "（x））となる１３）。この両者の差が価格効果で

あり，さらに，（２）式で計算されるシーリングと

ケース２のシーリングとの差が量的効果に対応

している。

このシーリング規模を全国３２３２の市町村につ

いて計算し，まとめたものが表２と図５である。

図５より，各地方団体のシーリングは０．２５から

０．５０の間に最も多く分布しているものの，市町

村間で非常に大きな格差が認められる。最も値

が高い団体では１０．１８５，上位５％（すなわち上

位約１５０番目の地方団体）でも，３．７７２を記録し

ており，最も値が低い団体（０．１７９）との格差

はおよそ５０倍を超える。これは地方税収の３．７

倍もの地方単独事業，例えば，１０００人規模，地

方税収１０億円規模の地方団体では，３７億円規模

の地方単独事業が恒常的に実施できる計算とな

る。ただし，これらの数値の算定は，地域総合

整備事業債での起債を前提にしており，より条

件が有利な過疎・辺地対策事業債による起債を

考慮していない。よってこれらの地方債の割合

が大きい地方団体に対しては過少に見積もられ

１３）公債費比率のケースでは，C ＋ E＝０であるから，起債制限比率と同様の計算を行うと

投資的経費
地方税収等

＝
c（０．２５＋

経常経費
地方税収等 ）!（１－c "（x））

となる。
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ている可能性もある。実際，これらの事業債を

考慮すると，地方団体間の格差はさらに広がり，

一部の団体についてはシーリングが制約として

実質的に機能していない可能性が高い。

表３は，表２で求めた各地方団体のシーリン

グを４７都道府県ごとに集計したものである。集

計値は，各地方団体の指標値を地方税収によっ

て加重している。４７都道府県間の格差に着目す

ると，基準値が平均０．２７９，変動係数０．２４であ

るのに対し，（１）～（３）の合計は平均０．４６４，変動

係数０．３０と，平均，変動係数の両方で値が上昇

し，税収当たりでの投資的経費のシーリングは

高まると同時に，地域的な偏在も大きくなる。

地域間の比較においては，沖縄（０．７２４），島根

（０．７０５），青森（０．６７７）と地方圏の地域で高

い値となる一方，神奈川（０．２４２），千葉（０．２５８）

などの大都市圏の地域ほど値が低くなる傾向が

あり，値の最も高い地域（０．７２４）と低い地域

（０．２４２）とでは３倍もの格差が生じている。

この格差の理由は，財政力の低い地方団体が地

方圏に集中していることによるものだが，小規

模団体が数多く存在するような現行の行政区分

によるところも大きいと思われる。

表３の結果が示すように，都道府県間の投資

的経費のシーリング格差は，圧倒的に量的効果

によるところが大きい。このように事業費補正

等で調整された制限指標は，投資的経費のシー

リングの格差となって現れている。特に財政力

の低い地方団体に有利となるように作用する。

むろん，地域間格差の是正という観点からは，

ある程度の差が生じることもやむを得ないが，

過度にシーリングをかさ上げする措置が，結果

として地方団体の財政収支を悪化させる要因と

もなることを考慮しなければならない。中野

図５ 投資的経費のシーリングの分布

表２ 投資的経費のシーリングの基本統計量

平均 １．４８２ 標準誤差 １．１７１

最小値 ０．１７９ 最大値 １０．１８５
下位１％ ０．２３３ 上位１％ ５．６００
下位５％ ０．２８５ 上位５％ ３．７２２
下位１０％ ０．３９４ 上位１０％ ２．９２２
下位２５％ ０．６６０ 上位２５％ １．９４２
中位数 １．１７８
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－１５６－



表３ 都道府県別，投資的経費の実質シーリング

投資的経費のシーリング（対地方税収比）
自治体数

（１）基準値 （２）価格効果 （３）量的効果 合計
１ 北海道 ０．３６６ ０．０３０ ０．２４３ ０．６３９ ２１２
２ 青 森 ０．３８２ ０．０３２ ０．２６２ ０．６７７ ６７
３ 岩 手 ０．３５７ ０．０３１ ０．２５２ ０．６４０ ５９
４ 宮 城 ０．２３３ ０．０１７ ０．１３１ ０．３８１ ７１
５ 秋 田 ０．３７７ ０．０３２ ０．２６４ ０．６７４ ６９
６ 山 形 ０．３１８ ０．０２７ ０．２１７ ０．５６２ ４４
７ 福 島 ０．２５９ ０．０２１ ０．１６２ ０．４４１ ９０
８ 茨 城 ０．２１９ ０．０１５ ０．１１５ ０．３４９ ８５
９ 栃 木 ０．２０４ ０．０１４ ０．０９８ ０．３１６ ４９
１０ 群 馬 ０．２３９ ０．０１７ ０．１２４ ０．３８０ ７０
１１ 埼 玉 ０．１８４ ０．０１１ ０．０７４ ０．２７０ ９２
１２ 千 葉 ０．１８０ ０．０１０ ０．０６８ ０．２５８ ８０
１３ 東 京 ０．１９９ ０．０１０ ０．０６７ ０．２７６ ４０
１４ 神奈川 ０．１７９ ０．００９ ０．０５５ ０．２４２ ３７
１５ 新 潟 ０．２８７ ０．０２２ ０．１７４ ０．４８４ １１２
１６ 富 山 ０．２２９ ０．０１７ ０．１２３ ０．３６８ ３５
１７ 石 川 ０．２５４ ０．０１９ ０．１４７ ０．４２１ ４１
１８ 福 井 ０．２３５ ０．０１６ ０．１２２ ０．３７４ ３５
１９ 山 梨 ０．２６９ ０．０２１ ０．１６３ ０．４５２ ６４
２０ 長 野 ０．２６５ ０．０２１ ０．１６７ ０．４５３ １２０
２１ 岐 阜 ０．２３２ ０．０１７ ０．１２４ ０．３７３ ９９
２２ 静 岡 ０．１８１ ０．０１１ ０．０７１ ０．２６３ ７４
２３ 愛 知 ０．１８８ ０．０１０ ０．０６４ ０．２６１ ８８
２４ 三 重 ０．２４０ ０．０１７ ０．１２６ ０．３８３ ６９
２５ 滋 賀 ０．２１４ ０．０１５ ０．１０７ ０．３３６ ５０
２６ 京 都 ０．２６４ ０．０２０ ０．１４５ ０．４２９ ４４
２７ 大 阪 ０．２１３ ０．０１１ ０．０７３ ０．２９７ ４３
２８ 兵 庫 ０．２９６ ０．０２０ ０．１４５ ０．４６２ ９０
２９ 奈 良 ０．２３８ ０．０１７ ０．１２９ ０．３８４ ４６
３０ 和歌山 ０．２７９ ０．０２１ ０．１６１ ０．４６１ ４９
３１ 鳥 取 ０．３７５ ０．０３１ ０．２４９ ０．６５５ ３８
３２ 島 根 ０．３９８ ０．０３４ ０．２７３ ０．７０５ ５８
３３ 岡 山 ０．２５６ ０．０１９ ０．１４１ ０．４１５ ７７
３４ 広 島 ０．２４６ ０．０１８ ０．１３３ ０．３９７ ８５
３５ 山 口 ０．２６９ ０．０２０ ０．１５０ ０．４３９ ５５
３６ 徳 島 ０．３２４ ０．０２６ ０．２０４ ０．５５４ ４９
３７ 香 川 ０．２５４ ０．０１８ ０．１３２ ０．４０４ ４２
３８ 愛 媛 ０．２８３ ０．０２３ ０．１７７ ０．４８２ ６９
３９ 高 知 ０．３８１ ０．０３２ ０．２６０ ０．６７３ ５２
４０ 福 岡 ０．２８６ ０．０２３ ０．１７６ ０．４８５ ９６
４１ 佐 賀 ０．３２５ ０．０２７ ０．２１７ ０．５６９ ４７
４２ 長 崎 ０．３７７ ０．０３１ ０．２４９ ０．６５７ ７７
４３ 熊 本 ０．３４１ ０．０２９ ０．２３２ ０．６０１ ９３
４４ 大 分 ０．２９２ ０．０２２ ０．１７４ ０．４８８ ５６
４５ 宮 崎 ０．３３８ ０．０２９ ０．２３０ ０．５９６ ４１
４６ 鹿児島 ０．３６９ ０．０３１ ０．２５５ ０．６５５ ９３
４７ 沖 縄 ０．４０８ ０．０３５ ０．２８１ ０．７２４ ５０

平均 ０．２７９ ０．０２１ ０．１６４ ０．４６４
変動係数 ０．２４ ０．３５ ０．４０ ０．３０

地方債制度と財政規律

－１５７－



（２０００）の分析では，起債制限比率が歳出抑制

に効果を発揮するのは，その上限１５％間際に限

られており，公債費負担に上限までに少しでも

余裕があれば抑制効果は機能しないことが示さ

れている。

また，投資的経費のシーリングは，市町村合

併推進への障害にもなり得る。現在，市町村合

併をめぐる議論が活発になされるなか，地方団

体自身の動きはきわめて鈍いと言われている。

特に，広域経済圏内でも，シーリングの高い地

方団体と低い値の地方団体とが隣接しているこ

とは珍しいことではないが，両者が合併して

シーリングが平均化されると，従来の高いシー

リングにあった旧地方団体の地域は，多額の投

資的経費を行う「権利」を失うことになる。も

し，合併特例債などの新たな交付税措置が，こ

のシーリングを低めることのロスを補って余り

あるものでもない限り，このシーリング格差が

機会費用として存在し，地方団体の合併インセ

ンティブへの大きな障害となることが予想され

る。

Ⅲ－２．投資的経費のシーリング格差と財政健

全化の実証分析

地方団体間における投資的経費のシーリング

格差は，そのまま投資的経費への選好に反映さ

れる。そして，投資的経費への誘因が大きい地

方団体が財政運営上で相対する課題は，公債費

負担が定められた上限を超えないよう歳出をコ

ントロールし，財政の健全性を維持するかに集

約されよう。ところが，シーリングが高い地方

団体ほど，以下に掲げる理由により財政の健全

化への対応が遅れる可能性が高い。

一つ目は，地方債の償還財源が地方交付税を

通じて補填される受益と負担との乖離である。

投資的経費のシーリングの高さは，受益と負担

との乖離をそのまま表している。受益と負担の

意識の乖離は，無理な歳出増や償還計画を策定

する傾向が高い。とりわけ，一般財源の不足す

る地方団体にとって，交付税措置による一般財

源拡充のメリットは大きく，財政の健全性が損

なわれる可能性はさらに増すと思われる。

二つ目は，起債制限比率のシグナル効果の遅

効性である。肥後＝中川（２００１）が指摘するよ

うに，地方債の元利償還費は発行後５年目ぐら

いから急増すること，また，起債制限比率が後

方３ヵ年の平均で算出されることから，地方単

独事業が実施されてから起債制限比率に反映さ

れるまでの時間にかなりのラグが生じており，

特にシーリングが高い地方団体ほどそのラグは

長くなる傾向にある。

三つ目は，公債費負担の上限を超えたときの

地方団体が支払うコストの大きさである。公債

費負担の上限が過度の歳出増の歯止めとして実

効性を保つには，上限を超えた地方団体に何ら

かのコストを負わせることが必要となる。実際，

起債制限比率１５％の上限を超え，公債費負担適

正化計画の策定に取り組む場合，そのコストと

して，標準財政規模の１％額以上の歳入確保ま

たは歳出の合理化を図ることなどが求められる

ものの，償還利子の一部について特別交付税を

交付し，既発債の利子負担を軽減するほか，起

債条件が有利な辺地及び過疎対策事業債を特別

枠として優先充当するなどの救済措置が講じら

れる１４）。

トータルの負担は明らかではないが，上限を

超えた地方団体の負担は救済措置でかなり緩和

されている。何よりもこの措置の恩恵を享受で

きるのは，シグナル効果のラグが長いために上

限を超える確率が高い団体にほかならない。こ

れは事前に危険回避的行動をとることを怠り，

一種のモラルハザードに陥ることにもなる。

以上の理論的考察をもとに，どのような要因

が地方団体の財政規律を損なうのかを，プロ

ビット分析を行い検証する１５）。推定式は以下の

通りである。当該地方団体の財政状態を評価す

る場合，実質収支，起債制限比率の値はもちろ

１４）川手（１９９４）
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んのこと，それ以外の財政指標などから総合的

に判断されるべきであって，厳密な定義は難し

い。そこで本分析では，被説明変数を１９８７年度

から２０００年度までの間に公債負担適正化計画に

取り組んだ団体とし，分析を進める。公債費負

担適正化計画の対象団体は，数次の変更を経て，

現在は起債制限比率１５％以上の団体である。た

だし，計画への取り組みは地方団体の任意の事

項であり，全ての団体が取り組んでいるわけで

はないが，ほぼこれに該当するとみなして良い。

説明変数には，当該団体の財政力やシグナリ

ング効果の遅効性などを一元的に指標化した投

資的経費のシーリング（CLGi）を用いる。そ

の他，人口の急増，急減に伴う財政運営上の

誤った見通しが財政の健全性を損なう可能性が

あることから，人口急増地域団体（D１i），人口

急減地域団体のダミー変数（D２i）を説明変数

に加える１６）。さらにその他の要因として，人口

密度（PDYi），不交付団体のダミー変数（NTRi）

を用いた。

Prob（Yi,t＝１｜D１, D２, PDY, CLG, NTR）

＝!0＋!1 D１i＋!2D２i＋!3PDYi＋!4CLGi

＋!5NTRi＋"i （３）

予想されるパラメータの符号は，人口が急増

ないし急減している地方団体ほど，財政見通し

を誤る可能性が高いため，!1，!2の符号は負と

予想される。人口密度は地方団体の行政経費の

大きさに対応したものである。一般に，人口密

度の高い地方団体は，面的な整備にかかわる経

費が少なくてすむため，住民一人当たりの行政

経費は低く，投資的経費を通じた財政支援を求

めるインセンティブは低いと思われる。また，

投資的経費のシーリングの高さは，単に制約が

緩いことに加えて，財政上のメリットも大きい

ことを意味するから，その係数は正と予想され

る。不交付団体は，地方単独事業のメリットが

それほど高くないので，係数の符号は同じく負

と考えられる。

表５の推計結果から，推計されたパラメータ

の係数はほぼ予想通りの結果が得られている。

シーリングの係数は０．１３８で統計的に有意であ

ることから，より高い水準の投資的経費を許容

することは，投資的経費へのインセンティブを

高め，ひいては公債費負担適正化計画に取り組

む可能性を高めることを示している。その一方

１５）山下，赤井，佐藤（２００２）の推計によれば，地方団体の経常経費の６％から９％は浪費され，また歳入に
占める地方交付税の割合の高い地方団体ほど，その浪費の程度が大きいという。

１６）人口増減のダミー変数については，１９９０年から１９９５年度までの対人口増減率（国勢調査）から，人口増加
率上位５％の市町村を人口急増団体，下位５％の市町村を人口急減団体と定義している。

表４ 公債費負担適正化計画の有無別の投資的経費
のシーリング

公債負担適正化計画対
象団体

同左非対象団体

平均 １．５３３９ １．１３８９
標準偏差 １．０２９３ ０．９０７９
最小値 ０．２２８ ０．１６５９
最大値 ７．０３３ ８．２６１

図６ 公債費負担適正化計画の対象団体数
（延べ団体数）
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で，人口急増市町村の係数はマイナス，人口急

増市町村の係数はプラスとなった。両者の係数

の符号が分かれたのは，人口の減少が大きい団

体では，過度の地域振興策に依拠したことによ

るものであって，人口が急増した地域について

は，その人口増が税収の増大をもたらし，財政

負担を軽減化させたためと思われる。

本推計は，公債費負担適正化計画の対象団体

となる可能性に地方団体のどのような属性が反

映しているのかを示した。実際，対象団体とな

ることにどの程度地方団体の意思が働くのかが

興味あるところであるが，対象団体となった時

期の問題もあり，これについて十分な分析はな

されていない。ただ，投資的経費のシーリング

が対象団体となる確率に大きく寄与しており，

また財政見通しの誤りなど，偶然的なファク

ターは無視できないものの，後年度の元利償還

からリスクを予見することは可能であることを

併せて考えると，対象団体となることにはある

程度の能動性があることをこの分析は示してい

る。

Ⅳ．おわりに

本分析は，地方団体による投資的経費へのイ

ンセンティブを高める価格効果と量的効果を示

し，両経路を統合した指標を構築した。起債制

限比率において交付税措置を加味する現行の制

度により，実質的に起債制限のシーリングがか

さ上げされ，これが地方団体，特に財政力指数

の低い地方自治体による投資的経費へのインセ

ンティブを高め，財政の規律を歪める可能性を

示した。

なお，指標の構築に当たっては，地方自治体

の歳出行動についてかなり限定的な仮定を設け

ている。そのため，ここで導かれた結論がより

インプリケーションの高い結論を導くためには，

過去に遡ったデータ分析を進めると共に，指標

の緻密化，一般化に努めることが今後の課題と

なろう。
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